
- 38 -

３　主な農業関係融資制度の概要                                                                   
        

（１）農業経営改善関係資金 

　　＜趣旨＞ 

　　　国は、食料・農業・農村基本法（平成11年法律第105号）が目指す効率的かつ安定的な農

　　業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、経営意欲と能力のある農業の

　　担い手が経営改善を図ろうとする場合に必要な長期資金が的確に供給されるよう、平成14年

　　(2002年)に「農業経営改善関係資金基本要綱」を定めている。 

 

　　＜対象資金の概要＞ 

　　　農業経営改善関係資金は、農業近代化資金、農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）、

　　経営体育成強化資金、農業改良資金、青年等就農資金の総称で、これらの借入手続・様式が 

　　統一化されている。 

区分 経営改善のための一般的な長期資金（有利子） 特別の場合の長期資金（無利子）

資金名 農業近代化資金 農業経営基盤強化 経営体育成強化 農業改良資金 青年等就農資金 

資金（スーパーＬ）  資金

性格、 施設整備・経営改善 償還期間、資金規模、資金使途の面で 新作物、流通加工、 認定新規就農者の

資金使途 に必要な長期運転資 農協等民間金融機関で対応し難い場合 新技術へのチャレ 経営開始を支援

金等 ンジ

対象者 認定農業者、認定新 認定農業者向け 認定新規就農者、 その他担い手向け 認定新規就農者

規就農者、その他担 その他担い手向け

い手向け

融資機関 農協等民間金融機関 日本政策金融公庫

 

　 

　　＜手続きの流れ（北海道農業経営改善資金取扱要領）＞　 

    
    手続開始日  

  
 ①借入申込希望  ②受付（資金種類の検討、融資機関の調整）  
   借入申込希望書  ③融資審査開始（資金の決定）  
   経営改善資金計画書    
 　　※計画作成のポイント       
   　　これまでの経営状況     市町村農業融資制度 ⑤認定  
  　　 計画は適切か実行可能か 窓   ・経営改善資金計画 総合推進会議 （認定通知書）  
  　　 収支の見込み      
 　　　融資返済の可能性                          ※認定新規就農者など特に慎重  
  口                         な審議を必要とする場合を除き  
                           事務を融資機関に委任    
借                                                融 
 機    意見   
    ※改良資金の場合 農業改良  振興局 ④認定  
   （貸付認定資格申請書）  普及ｾﾝﾀｰ    　 　貸付資格  
 関                        認定   認定書類 資 
                                    (写)  
入 回答期限   ※保証希望の場合  
 （②から１か月半で処理） 　  信用基金協会  
   機 
    
 ⑦融資審査結果の回答 ⑥融資の可否に係る判断  
                                      　　（融資審査結果の連絡）  
者                                               　　  関 
 ⑧正式な借入申込　　　 
　 （借入申込書、保証委託申込書）　　　　 
 手続終了日  
  （⑧から２週間以内で処理）  　　　　　　⑩保証承諾 
   
  ⑨貸付決定 
  

 ⑪貸付実行
           

 （借入後）経営状況報告の提出
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　　＜クイック融資＞　 

　　　企業経営診断手法(スコアリング手法)を活用し、担い手が営農活動に伴い緊急に必要とす

　　る小口資金について、最速１週間で無担保無保証人での融資の可否を判断 

対象資金 貸付対象者 適用限度額

農業経営基盤強化資金（一部、対象外となる使途あり） 認定農業者（一定要件あり） 500万円 

農業近代化資金 集落営農組織（一定要件あり）

 

 

　　＜参考　農業近代化資金＞ 

   ■　利子補給の内訳

  （農協が農業者に貸し付ける場合） （認定農業者の場合(国による金利負担軽減措置)）

 基準金利 利子補給 実質金利  基準金利 利子補給 実質金利 

         ％ (北海道)％ 　　　 ％         ％ 　　　　 (長期協会)　　　％        ％
1.95 1.25 0.70  1.95 償還期限15年以下0.00～0.40 0.30～0.70

  ＊令和５年７月20日現在。  ※国による５年間の無利子化措置が講じられる場合がある。 

 　((公財)農林水産長期金融協会が国の補助を受けて実施。)

 

■　しくみ

 

   

借 貸付 融資機関           利子補給 道         
入  （農協、銀行等）  　         
希  農業信用基金協会          
望                   
者 　　　　債務保証 

                             

貸付 融資機関 　利子補給 国

事業区域が広域、事業規模 （中金）                         
　が大きい資金需要へ対応                         

                                                                      
 

 

　　＜参考　農業経営基盤強化資金(スーパーＬ資金)＞ 

 ■　利子補給の内訳                     
 貸付金利 利子補給 実質金利 ※国による５年間の無利子化措置が講じられる場合がある。 

          ％ (長期協会)％        ％  ((公財)農林水産長期金融協会が国の補助を受けて実施。)

0.30～0.70 0.30～0.70 0.00％

           　　＊令和５年７月20日現在。「貸付金利」は償還期間等に応じて異なる。 

 

　　　　　　　                     
■　しくみ

 

                        

借                        日  国 

入 貸付(直貸) 本   

希                      公 利子補給  

望 　　貸付 融 貸付 庫 （改良資金）  

者 (転貸) 資      

  機 債務 農業信用   (公財)農林水産  

 関 保証 基金協会  利子補給 長期金融協会

 （Ｌ資金）

                                                                          


